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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年１月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚（定置網） 

発生日時 平成２７年８月１３日 １５時１５分ごろ 

発生場所 千葉県富津市浜
はま

金谷
か な や

港南西方沖 

 金谷港第 1防波堤灯台から真方位２４２°１,２２０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０９.６′ 東経１３９°４８.５′） 

事故の概要  プレジャーボートCreator
クリエイター

は、北北西進中、ロープ等がプロペラに

絡み、航行不能となった。 

 Creator は、船底に擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年８月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者からの意見聴取手続きを行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

プレジャーボート Creator、３.８トン 

 ２３５－４９５７９神奈川、神奈川トヨタ商事株式会社（船舶所有

者）、湘南サニーサイドマリーナ株式会社（船舶借入人） 

 ７.０７ｍ（Lr）×２.８３ｍ×１.４７ｍ、軽合金 

 ディーゼル機関、１２４.００kＷ、平成２３年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４４歳 

 二級小型船舶操縦士 

  免許登録日  平成２７年７月１７日 

  免許証交付日 平成２７年７月１７日 

         （平成３２年７月１６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船底に擦過傷等 

定置網 垣網及び浮子の破損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ４ 

海象：波向 南西、波高 約０.５ｍ 

 千葉県富津市には、８月１３日０４時４０分に雷注意報が発表さ

れ、本事故時も継続していた。 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、親族３人及び知人２人（以下「同

乗者」という。）を乗せ、神奈川県横須賀市所在のマリーナ（以下

「本件マリーナ」という。）から平成２７年８月１３日１２時００分
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ごろ出航した。 

船長は、本件マリーナの職員から配布された推薦航路に沿って、浜

金谷港南西方沖に設置されている定置網（以下「本件定置網」とい

う。）及び千葉県鋸南
きょなん

町保田
ほ た

漁港西方沖に設置されている定置網に注

意しながら保田漁港に到着した。 

船長は、昼食を済ませた後、１３時３０分ごろ本件マリーナに向け

て保田漁港を出港したが、到着時刻が気になり、また、風が強くなっ

てきたので、平島西方を通過した後、本件マリーナに向けて最短距離

を航行する針路とした。 

船長は、浜金谷港南西方沖において、本船を北北西進させていたと

ころ、左舷船首方にブイ（以下「本件ブイ」という。）を認めたので

主機のクラッチを中立にし、同乗者の１人と共に本件ブイの周囲を観

察したものの、浮子及びロープ等を認めなかったので、同クラッチを

前進に入れて微速力で続航した。 

本船は、船長が、船首方約１０ｍのところにある浮子に気付いて主

機のクラッチを中立にし、同浮子から離れようと同クラッチを後進に

入れたところ、１５時１５分ごろ、主機が停止した。 

船長は、本件マリーナに連絡して救助を要請し、本件マリーナの職

員からドライブユニットをチルトアップしてみるよう助言を受け、チ

ルトアップしようとしたが、できなかったのでプロペラに絡網したこ

とを知り、海上保安庁に連絡して救助を要請した。 

本船は、来援した本件マリーナの所属艇により、乗船者全員が救助

され、本件マリーナにえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  本件定置網は、網の形状に沿って海面上に黄色の浮子が多数設置さ

れ、囲い網の南端部に本件ブイが、北端部、垣網の中央部及び陸側端

部に本件ブイと同様のブイが、それぞれ１つずつ設置されていた。 

 本件ブイは、直径約１.４ｍの黄色の円柱形フロートに高さ約３ｍ

のアルミニウム合金製のヤグラが取り付けられていた。 

 船長は、小型船舶操縦士の免許取得後、船舶を操縦するのが初めて

であり、本事故発生海域を航行した経験がなかった。 

 船長は、本事故当時、本船に搭載されているＧＰＳプロッターの電

源を入れていたが、その使い方が分からず、船位を確認することなく

目視のみを頼りに航行しており、また、画面上に、航跡が表示されな

い設定になっていることを知らなかった。 

 船長は、本事故時、ＧＰＳプロッター画面上に表示されていた本件

定置網の概略位置の表示に気付かなかった。 

 船長は、本事故時、本件定置網の垣網のアンカーロープの浮子に至

近で気付いたものの、定置網の水面下の構造を知らなかったので、潮

流を受けて海中に沈んでいた垣網のアンカーロープ等に気付かなかっ
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た。 

 本事故発生場所付近には、本事故当時、北方向に流れる約０.２～

０.５ノットの潮流があった。 

 本船の乗船者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

 当委員会の報告書によれば、平成２０年以降、船舶が本件定置網に

接触した事例が７件あった。 

 本件定置網を所有している漁業協同組合は、付近航行船舶の乗揚防

止のために本件ブイと同様のブイを増設するなどの対策を講じてお

り、また、東京湾近郊の各マリーナは、プレジャーボートの運航者に

対し、本事故海域付近の定置網に関する情報提供を行っている。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、浜金谷港南西方沖を北北西進中、船長が、ＧＰＳプロッタ

ーで船位の確認をしていなかったことから、本件定置網に向けて航行

していることに気付かず、至近で本件定置網の浮子に気付いて主機の

クラッチを後進に入れたものの、本件定置網の垣網に乗り揚げたもの

と考えられる。 

 船長は、ＧＰＳプロッターの使い方が分からなかったことから、目

視を頼りに航行したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、浜金谷港南西方沖を北北西進中、船長が、ＧＰ

Ｓプロッターで船位の確認をしていなかったため、本件定置網に向け

て航行していることに気付かず、至近で本件定置網の浮子に気付いて

主機のクラッチを後進に入れたものの、本件定置網の垣網に乗り揚げ

たことにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

本事故後、船長及び運航管理会社は、次の改善措置を採った。 

・携帯電話機に、船位や航跡を表示させることのできるアプリケー

ションソフトウェアを搭載し、ＧＰＳプロッターと併用する。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常に船位を確認し、定置網設置海域に接近しないよう注意して航

行すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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